
資料３

旭川地方検察庁事 件 受 理・処 理 状 況

平成１２年以降における新受件数は，次表のとおりである。

区分 全 庁 計 本 庁 管 内

刑 法 犯 特別法犯 計 刑 法 犯 特別法犯 計 刑 法 犯 特別法犯 計

年次 (業過) (道交) (業過) (道交) (業過) (道交)

平成12年 14,415 10,020 4,395
5,466 8,949 4,204 5,816 1,262 3,133

(3,604) (8,300) (2,765) (5,418) (839) (2,882)

平成13年 16,371 11,062 5,309
6,577 9,794 5,016 6,046 1,561 3,748

(4,707) (9,086) (3,511) (5,623) (1,196) (3,463)

15,218 11,128 4,090平成14年
5,491 9,727 4,374 6,754 1,117 2,973

(3,713) (9,015) (2,939) (6,304) (774) (2,711)

（注）１ （ ）内は，内数である。
２ 道交には，自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を含む。
３ 深川・富良野区検の受理件数は，本庁受理として計上。

平成１２年以降における事件処理状況は，次表のとおりである。

起訴率
区分

起 訴 不 起 訴年 次
罪名 求公判 求略式 計 その他 計 ％起 訴 猶 予

437 597 1,034 2,687 204 2,891 26.34刑 法 犯
27) (469) (496) (2,380) (104) (2,484) (16.64)（業過） (
211 4,981 5,192 199 52 251 95.39平成 年12 特 別 法 犯
53) (4,799) (4,852) (126) (43) (169) (96.63)（道交） (
5,578 6,226 2,886 256 3,142 66.46計 648

446 541 987 3,913 172 4,085 19.46刑 法 犯
23) (419) (442) (3,532) (92) (3,624) (10.87)（業過） (
185 5,479 5,664 465 73 538 91.33平成 年13 特 別 法 犯
49) (5,276) (5,325) (334) (51) (385) (93.26)（道交） (
6,020 6,651 4,378 245 4,623 58.99計 631

453 473 926 3,001 216 3,217 22.35刑 法 犯
(30) (369) (399) (2,647) (85) (2,732) (12.74)（業過）
223 5,185 5,408 350 85 435 92.56平成 年14 特 別 法 犯
(61) (5,001) (5,062) (262) (54) (316) (94.12)（道交）
676 5,658 6,334 3,351 301 3,652 63.43計

(注) １ ( )内は，内数。
２ 道交には自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を含む。

少年事件受理件数

総 受 理 件 数 に 占 め る 少 年 事 件 の 割 合罪名
少年受理件数 総 受 理 件 数

年次 旭川 (％) 全国 (％)

１，５５４ １４，４１５ １０．８ １２．１
平成１２年

（９７２) (５，４６６) (１７．８) (１６．０)

１，４００ １６，３７１ ８．６ １２．１
平成１３年

（８８９) (６，５７７) (１３．５) (１５．８)

１，１２８ １５，２１８ ７．４
平成１４年

（７１８) （５，４９１) (１３．１)

(注) ( )内は，刑法犯で内数である。


